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令和８年４月吉日 

お客様各位 

サーンガス共和株式会社 

 

ＬＰガス料金改定のお知らせ【従量料金の原料費調整制度への移行】 

  

拝啓 春暖の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立て

賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、３月に勃発したイラン軍事衝突による原油価格の急騰により、今後ＬＰガスはじ

め電気や都市ガス等のエネルギー価格全般への影響が予想されるなか、この度、弊社では

ＬＰガス料金制度について、ガソリンや電気料金等と同様に、ＬＰガスの輸入価格に連動

した「原料費調整制度」へ移行する運びとなりました。 

これにより、ＬＰガスの使用量に応じてお支払いいただく「従量料金」について、毎月

元売りメーカーにて決定される原料価格の変動幅を反映することで、「従量料金」が毎月

変動することになります（初回適用は令和８年６月検針分から）。 

詳細は下記のとおりとなります。今後とも安定供給と適正な料金形成に努めてまいり

ます。何卒宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

１．改定内容 

 従来の「従量料金」はＬＰガスの調達価格をもとに大きな変動がない場合は料金の改

定はございませんでした。この度、新たに導入となる「原料費調整制度」は、サウジア

ラビア等の産ガス国が毎月決定する輸出価格や、米国の輸出価格、為替レート、輸入船

舶費等に応じた原料価格の毎月の変動幅が、速やかにガス料金に反映され、料金の透明

性を高める制度となります。弊社では、ＬＰガス調達価格の１ヶ月毎の増減幅に応じ調

整いたします。 

これによりＬＰガスの調達価格が上がれば「従量料金」は上がり、調達価格が下がれ

ば料金は下がる方式となります。 

初回適用となる基準料金（従量料金）につきましては、令和８年５月上旬に別途書面

にて通知いたします。 

以降、毎月適用となる従量料金の変動幅につきましては、毎月の請求書、弊社ホーム

ページ等にてお知らせいたします（「従量料金」算定のもととなるＬＰガス１㎥当たり

の料金に対し、円単位で変動いたします）。 

なお、ＬＰガスの三部料金制における、「基本料金」、「設備料金」につきましては、

従来どおり固定料金のままで、この度の改定はございません。 
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２．適用時期 

  令和８年６月検針分より適用（令和８年５月以降のご利用分から適用） 

  

以上 
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